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○
総
務
省
令
第
百
号

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
七
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
並
び
に
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
第
一
条
、
第
三
条
第
四
号

及
び
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
総
理
庁
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
削
る
。

第
二
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
投
票
及
び
開
票
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国

民
審
査
法
及
び
同
法
施
行
令
そ
の
他
同
法
に
基
づ
い
て
発
す
る
」
を
「
法
及
び
令
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
」
に
、
「
最
高
裁

判
所
の
裁
判
官
の
任
命
に
関
す
る
国
民
審
査
」
を
「
審
査
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。
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第
一
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
投
票
録
、
開
票
録
、
審
査
分
会
録
及
び
審
査
録
の
調
製
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
投
票
録
、

」
を
「
法
第
一
条
に
規
定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
の
投
票
録
、
審
査
の
」
に
改
め
、
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、

同
条
を
第
三
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
審
査
予
定
裁
判
官
に
関
す
る
通
知
事
項
）

第
一
条

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一

条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
備
考
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
中
央
選
挙
管
理
会
が
同
一
氏
名
の
法
第
一

条
に
規
定
す
る
裁
判
官
（
以
下
「
裁
判
官
」
と
い
う
。
）
を
区
別
す
る
に
足
り
る
事
項
と
し
て
投
票
用
紙
に
記
載
す
る
事
項

を
定
め
た
と
き
は
そ
の
旨
そ
の
他
中
央
選
挙
管
理
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項
と
す
る
。

（
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
に
関
す
る
通
知
事
項
）

第
二
条

令
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
別
記
様
式
備
考
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い

て
、
中
央
選
挙
管
理
会
が
同
一
氏
名
の
裁
判
官
を
区
別
す
る
に
足
り
る
事
項
と
し
て
投
票
用
紙
に
記
載
す
る
事
項
を
定
め
た

と
き
は
そ
の
旨
そ
の
他
中
央
選
挙
管
理
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項
と
す
る
。
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本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
裁
判
官
の
氏
名
等
の
掲
示
に
お
け
る
掲
示
事
項
）

第
五
条

令
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
令
第
十
八
条
第
六
号
に
規
定
す
る
裁
判
官
の
氏
名

等
の
掲
示
に
掲
載
す
る
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
の
中
に
氏
名
及
び
令
第
一
条
に
規
定
す
る
任
命
年
月
日
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
任
命
年
月
日
」
と
い
う
。
）
が
同
一
で
あ
る
者
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
氏
名
及
び
任
命
年
月
日

が
同
一
で
あ
る
者
を
区
別
す
る
に
足
り
る
事
項
と
し
て
中
央
選
挙
管
理
会
が
定
め
る
事
項
と
す
る
。

別
記
（
投
票
録
様
式
）
そ
の
一
備
考
２
及
び
９
中
「
第
２
条
」
を
「
第
４
条
」
に
改
め
る
。

別
記
（
開
票
録
様
式
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
（
開
票
録
様
式
）

（
別
添
①
）

別
記
（
審
査
分
会
録
様
式
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
（
審
査
分
会
録
様
式
）

（
別
添
②
）

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
公
職
選
挙
法
及
び
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
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九
十
四
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
そ
の

期
日
を
告
示
さ
れ
る
審
査
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た
審
査
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


